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経済論叢(京 都大学)第167巻 第2号,2001年2月

中国の自動車流通システムの変遷過程(2)
一 指令性分配からメーカー主導の経路へ一

劉

III計 画 によ る分 配 の時 代(195ア ～1984年)

芳

2文 化大革命期とその直後

このような物資配分ルー トは文化大革命の開始によって破壊された。文化大

.革命期間中,自 動車と部品の生産と供給は混乱状態に陥った。まず自動車の生

産台数が急落し,1967年 は2万 台まで落込み,.前 年と比べ63%以 上減少 したU。

また中国汽車.1:業総公司は解体され,自 動車 と部品の生産管理は第一機械工業

部汽車工業局に戻 り,中 国汽車工業錆魯公司は機械工業部汽車配件公司に改組

され,各 地にある傘下の部品公司は地方政府の管理下になった2〕。さらに1970

年に物資管理部は廃止され,自 動車の配分を担当していた中国機電設備総公司

も解散され,自 動車の配分 も機械工業部によって行われるようになった。各地

方にある機電設備公司は地方政府に所属するようになり,会 社名は中国機電設

備公司 〔地方名)公 司から(地 方名)機 電設備公司に変わった3,。ここで自動

車と部品の生産と配分は初めて統合され,工 業管理部陶によって統括されるよ

うに見えたが,し かし実際は,生 産管理の方は機械工楽部によって行われ,配

分の方は国家計画委員.会物資局が大部分の自動車の配分権を握った。地方政府

の管理下にあるメーカ.一の自動車はほとんど中央を経由せずに,直 接地方政府

1)中 国汽車貿易指南編委会編r中 国汽車 貿易指南」経済 日報出版社,1991年,14ペ ー ジ。

2〕 中国汽車1.:業史編輯部1中 国汽車工栄 専業 則 人民交通出版社,1996年.496ペ ー ジ。
3)例 えば,中 国機電設備公 司陜西省公司 は1970年 に陜西省機電設備公 司に変わった。
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によって注.文・配分された。地方政府によって配分された自動車は,地 方政府

の機電設備公司あるいは物資管理供応.公司によって配分されたので,自 動車は

物資 としての性格は少しも変わっていなかった。すなわち,省 ・市 レベルの物

資部門は文化大革命の前に中央の物資部門から配分された自動車のみを管轄す

る省 ・市内に配分したが,文 化大革命の開始後,上 から流れてきた自動車以外

に,管 轄する区域内のメーカーの自動車 も配分するようになった。 この結果,

地方政府による自動車工場の設立ブームが再び起 こった。文化人革命直後に国.

家物資局が新たに設立され,自 動車の配分を再びその傘下の中国機電設備総公

司に集中することが試みられたが,す でに地方政府が大 きな権限を持つように

なっていたので,.中央政府は二度と自動車あ配分に対する権力をすべて手に.入

れることはできなかった。1976年 に地方政府の誉理下に置かれていた自動車は

3万 台に達 し,全 生産台数の約4分 の1を 占めた%

ここでは,映 画省の例を見てみよう。第4表 は陜西省にある主な自動車.メー

カーの...一覧表で,文 化大車.命期間中に設立されたのは4社 あ り,し かもその内

の鋏西汽車製造総廠 は陜西省にある自動車工場の中で規模が一一番大きい。これ

らの工場は設立当初から,そ の製品は陜西省機電設備公司によって配分された。

第年表は,文 化大革命期間中における陜西省機電設備公司の自動車配分台数で

あり,1970年 の省内調達台数は230台 にも上 り,同 年の陜西省機電設備公司の

国産自動車全配分台数の半分弱を占めていた。1971年 には,さ らに半分以上を

占めるようになった。文化大革命が終わった直後の1977年 にその比率は3分 の

1ま でに下が り,翌 年の78年 にはさらに6分 の ユにまで下がった。

では何故 この時期の自動車産業において,大 躍進運動直後め調整期のように

自動車生産 と配分.に対する管理権がすべて中央政府に再集中化されなかったの

か。まず指摘で きるのは,文 化大革命開始後,地 方分権化が極度に進んだため,

地方政府が強い権限を掌握 し,中 央政府はこれらの権限をすべて取 り戻すこと

が困難であった点である。また,大 躍進運動中にできた自動車工場はあらゆる

4)中 国汽車貿易指南編委会編,前掲書,エ4ページ。

{
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第4表 陜西省にある主な自動車 メーカー
障 位:台 〉

メ ー カ ー 名 設 立 年 主要製品 生 産能 力

陳西 第二汽車製造廠 1953 改 装 車 ..一 3,000

宝 鶏 市 車 両 廠 1958 農用輸 送車 5,1ひ0

陳 西 汽 車 製 造 総 廠 1974 重 型 トラ ック

西 安 軽 型 汽 車 廠 1983 ノ母 ス 300

西 安 市 客 車 廠 1962 バ ス

満 城 県 汽 車 改 装 廠 1972 改 装.申
陳 西 漢 中 客 車 廠 1937 改 装 車 300

延安 汽車工業総公司 1958 改 装 車 2,2〔)0

西 北 医 療 設 備 総 廠 1970 救 急 車

西安市光箭機動三.三輪車廠

西安長興汽車修理廠

陳西飛行機製造公 司

1981農 用 三 輪 車

1985乗 用 車 組 立

70年 代初期

iOQ

出所:東 西貿易通信社編集部 『中国の 自動車及 び部品工業 と関連産業」エ ステ ィエ ム研

究所によ り作 成。

.第5表 文化大革命期間 中にお ける陜西省機電設備公司 の自動車配分台数一覧

〔単位:台)

年 .全配分台数 輸 入 車 省内調達台数

..一

1967 350

】,968 82

1969 815

ユ970 550 112 230

1971 797 223 300

1972 919 204 95

1973 499

ユ974 827 175

1975

1976 803 35 170

1977 990 202 . 254

1978 LO68 210 130

吊所:映 西省機電 設備公 司内部資料 より作成。

注=空 自の ところは不 明。
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部品を購.入し,手 作業で自動車を組み立てる町の」.:場のようなものが多 く,大

躍進運動後,大 部分が潰れてしまったのに対 して,文 化大革命期 に設立された

地方の新規自動車メーカーは,比 較的規模の大きいメーカーが多 く,し かも第

一汽車製造廠の技術援助を受けて設立したメーカーも少なくなかった。こうし

た有力メ.一.カーの生産 と配分を中央政府が管理しきれなかった点 も指摘するこ

とができる。さらに地方政府の管理下にある自動車工場の多 く.は,文化人革命

の期間中に作 られたものが多く,こ れらの工場はほとんど地方政府の投資で設

立さ脚,生 産開始当初から車両の津文,原 材料の手配,完 成車の配分はすべて

地方政府によって行われたので,中 央政府はこれらの自動車⊥場に対する管理

権を.手に入れるのは困難であった。

とはいえ,地 方が自動車の約4分 の1を 支配することによって,中 央による

管理が緩められたように見えたが,地 方による管理は生産企業ではなく,地 方

政府によって行われたため,実 際には厳格な計画がやはり自動車生産 と配分の

全過程を支配し,自 動車は物資 としての性格は少しも改変されなかった。 した

がって,大 躍進運動後の調整期に出来上がった第2図 のような物資流通経路は

文化大車命中に物資管理部の廃止および中国機電設備総公司の解散によって若

干崩れたけれども,基 本的には維持された。 しかも地方分権化によって1970年

代前半から80年代前半に.かけて,機 電設備公司を持っていなか った県,あ るい

は中小都市はすべて機電設備公司を設置するようになつ.た。すなわち,文 化大

革命期 とその直後の物資配分経路は大躍進運動後の調整期 と比べ,流 通経路の

規模は拡大,そ して流通経路の段階は延長され,一 層複雑になった。 この時の

各段階の機電設備公司は所在地の地方政府の所属にな り,上 か ら流れてきた自

動車を配分する以外に,管 轄する区域内にあるメーカーの自動車をも直接配分

した。文化大革命後,国 家物資局が新たに設立され,自 動車の配分は再.びその

傘下の中国機電設備総公司によって管理されるようになったにもかかわ らず,

中央計画で管理する.部分と地方で管理する部分の2本 立て体制は維持され.車

両の配分について前者は物資部(中 国機電設備総公司)で,後 者は地方 レベル
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の機電設備公司で管轄され,中 央集権 と地方分権が同時に自動車の流通過程に

存在 し,中 央管理を主,地 方管理を従 としたの.が当時の特徴であった。この時

期の自動車配分経路は,現 在のよう.な複雑で,.多 段階になっている自動車流通

経路の形成に大きな影響を与えた。

3改 革開放の初期段 階

1979年 から刷年までの間は改革開放の初期段階で,「計画を主 とし,市 場を

従 とする」戦略がとられ,生 産財価格の二重制,す なわち.「双軌制」5〕が登場

した。それに伴い物資の配分方法は指令牲計画,指 導制計画,市 場調節の3つ

に分かれた。自動車は計画配分の枠外での流通が初めて認められたのがこの時

期であって,各 メーカーはこの時期になって初めて 「市場」というもあを知 り,

市場の厳 しさを感 じたのである。

その動きとして,中 央政府は国有企業が生産 した製品の一部を自由に販売す

るζとを認めるようになり,自 動車メーカーは国家計画を達成 した後には,ノ

ルマ以上に生産 した分は自社販売するこ.とがで きだ 》。 しか し,自 社販売が許

されても,メ ーカーはやはり流通企業を経由して販売せざるを得なかった。な

ぜなら,当 時の自動車メーカーににほとんど販売部門を設置していなかったか

らである。例えば,中 国第一汽車製造廠が設立された当初,工 場内部には錆焦

処(販 売部)を 設置 していたけれども,鎗 菖処の業務は国家配分計画によって

車両を配送.p,代 金を回収 しただけであったため,1968年9月 には錆魯処を廃

止 し,輸 送弁公室を設置 した。1979年 まで第一汽車製造廠は80万台以.ヒの自動

車を生産 したが,自 社で販売した車は一台 もなかった。このような状況下で,

メーカー綜錆筈部門を作 り始め,市 場経済に適応しようとし,第 一汽車製造廠

も1979年 に 錆 魯処 を再 び設 置 した 。

5)「 双軌制」 は生産財価格の二重制のこ とであ り,す なわ ち,同 じ生産財は国によ り決めた計画

価格 と生産者が 市場に基づいて決めた自由価格が同時に併 存する ことを指す。

6)中 国汽車工業史編輯 部,前 掲嘗,497ペ ージ。
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1981年 には,国 民経済引締め政策と輸入車の増加により,国 産自動車は初め

ての売行き不振に直面.した。第一汽車製造廠 のような大手メーカ.一も注文会

議ηの期間中に,計 画部分さえ達成で きず,さ らに契約 した分 もキャンセルが

続出したため,第 一汽車製造廠の在庫が増大 した。第一汽車製造廠はこれを

きっ.かけに市場流通の重要性を十分認識 し,同 年に錆魯公司を設立 した。 しか

し,こ の時期に国家の計画配分の比率がまだ高 く(第6表) ,メ ーカーが 自由

に販売で きる車両数は少なかったた.め,市 場経済を経験 したことのなかった

メーカーが自社系統の流通経路の構築に乗 り出すことはなかった.第7表 は,

1980年 の上海汽車工業総公司が所属する自動車メユカーの完成車に関する配分

状況を示 しているが,自 動車,と くに乗用車の配分は1980年 の時点で,総 生産

台数の5300台 に対 して60%以 上が中央政府によって配分され,残 りのほとんど

も中央各部,地 方政府によってコントロールされていたため,.メ ーカーが自由

に販売で きる車両は僅か しかなゆった。すな.わち,こ の時点でメーカーの単な

る生産のみの存在であることは変わ っていなかった。計画外販売を担 っている

2社 の内,上 海汽車工業錆讐公司はヒ海汽車工業総公司の販売部門であ.るたあ,

総公司に属するメーカーの車両販売をずっと担当してきた。上海第一機電工業

局は第一機械⊥業部の傘下企業で,こ こから中央政府は第一機械工業部に自動

車販売を認めようという動きがみえた。

同時に中央政府は自動車在庫の増大は自動車流通企業の数が不足であると判

断 し,政 府行政部門が自動車流通販売への介入を検討した。このような背景に

は,製 品の維持,修 理に..定 の技術力が要請されるという自動車産業の特徴 に

鑑み,中 央政府は第一機械工業部汽車部品公司.系統の自動車版元を認あ,1982

年に中国汽車工業総公司が再建され,汽 車部品公司はその傘下の中国汽車工業

錆筈服務公司(1992年 に鏡筥総公司と改称)に 改組された。中国汽車工業錆替

絵公司が使った流通経路は,1964年 に トラスト政策の.下で設立された中国汽車.

7)物 資部門が主催 した会議であ る。 自動 中1メーカー とユーザーが この会議 に参加 し,供 給 と需要
の契約を締結す る。
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第6表 中国 自動車指令性計 画比率の推移

年 生 産 計 画 (万台) 指令性分配計画 (万台) 比 率(%)

1982 15,200. 14,036 92.3

1983 18,430 14,646 79.5

1984. 24,700 14,414 58.3

1985 39,110 IS.235 30

1986 43,187 15,570 36.1

1987 36,500 13,440 36.8

1988 41,542 14,000 33.7

1989 50,920 11,3〔}0 22.19

出所:中 国汽車貿易指南編 委会r中 国汽車貿易指南」経済 日報出版社,1991年 。

第7表1980年 分.ヒ海 汽車工業総公司完成車配分状 況.〔 単位=台 〕

計ト .画 内 計 画 外
配 分 先

乗 用 車 2tト ラ ック 救 急 車 乗 用.車 2tト ラ ック 4tト ラ ック

国家 物 資 総 局 3,650

第一機械工業部汽車総局 200

1

国家医薬管理総局 800 162

上海機電設備公司 ユ00 3,000

上海第一機電工業局 5 187 1,500 900

晦 汽車工業錆僖公司 ユ,100 500 300

出所:上 海汽車工業錆笛公 司内部資料 よ り作成。
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工業総公司傘下にある,交 通部から移管された部品公司系統の流通経路であっ

た。計画超過もしくは計画外車両の販売を担わせる目的で自動車販売を開始 し

た中国汽車工業錆笛総公司は,物 資系統の中国機電設備総公司系統 による自動

車配分の独占を打破 し,自 動車流通経路の拡大をもたらしたにもかかわ らず,

蔀門別の既得利益に妥協 したものであるとも言えよう。すなわち,中 国汽車.1二

業錆筈総公司は1964年 に初めて設立されたときから,完 成.車の販売権を手に入

れようとしたが,物 資部門の権限が余 り,にも強かったので,1980年 代になって

ようや く.計画外完成車の販売権を手に入れた。 しか し,そ の発想法にしても販

売方式にしても,な おも完全に計画経済における取引形態にとどまっていた。

』
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すなわち,1984年 までの改革は計画経済時代に行われたものとそれほど変わる

ものではなく,相 変わらず計画経済の基本的枠組みを維持することを前提 とし

ており,経 済行政の権限を中央.と地方と国営企業の三者間にどう配分するか と

いう問題にしか過ぎなかった。したがって,こ の段階における自動車の流通販

売体制は依然として計画管理の下にあり,管 理方式と計画の厳格性に若干の改

革がなされたのみであった。同時にメーカーによる自動車販売は,.計画体制を

部分的に補完す るものに過 ぎず,計 画体制 に対す る根本的な改革はなされな

かった。.

以上の分析を通 じて,改 革開放の初期段階において,自 動車の流通経路は計

画経済時の物資配分経路を依然として使 っており,そ して中国汽車工業総公司

が再建され自動車流通販売への参入によって自動車の流通経路はさらに複雑に

なったことが分か.つた。これは自動車流通経路の多様化をも.たらす重要な原因

であった。.なぜなら,中 国汽車工業部品公司は1969年 に解散 した時に,地 方に

ある各分公司を地方政府に移管 し,そ れらの分公司はそれぞれ機械,交 通,物

資部門によって管理された。このため,1985年 以降,中 央政府による計画配分

比率は減少 しており,自 動車の流通販売が 自由になったとき,各 地方の物資部

門はもちろんのこと,機 械,交 通部門も容易に自動車販売に参入.し,流 通経路

の多様化を形成 した。すなわち,こ の段階では中国汽申二工業総公司による自動

車販売への参人は,計 画経済時の自動車の分配経路を打破するものではなかっ

た。かつ中国汽車工業総公司自体 もまだ計画経済の枠内にとどまっていた。

IV市 場流通への移行(1985～ 現在)

1979年か ら試行 し始めた経済体制改革は,1984年 以後全面的に展開し,計 画

経済を主 とし市場調節を従とする考え方から,計 画経済と市場調節を結合させ

た経済メカニズムへと変った。自動車流通分野においても,こ の時期に大 きな

変化の時代に入 り,流 通経路の多様化が現れ,さ らに大手メーカーにおいて

メーカー主導の流通経路が形成されたo
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1流 通経路の多様化

中央政府による計画配分の比率は1984年 の58%カ}ら94年 の4%ま で減少した。

.この結果,自 動車の流通販売の大半はメーカーの責任領域 とな.つた。 しか し当

時,メ ーカーは錆魯部門を設立 した直後で,全 国的な販売網を持 っていなかっ

たため,従 来の自動車流通企業を利用せざるを得なか った。 と同時に84年以降

の景気過熱を背景 とし,緊 急に輸入された7万 台の車両を販売するために,国

家が市場を調節すべきという考えの下で,1985年 に入ると,北 京 ・上海 ・落

陽 ・武漢 ・重慶 ・西安の6大 都市 に物資系列の自動車交易市場が設けられだ}。

メーカーによる国産車両の交易市場での取引は認められたものの,交 易.市場で

の取引の大半は物資系列の流通企業による輸入車販売であった。

この間,計 画経済と市場経済の併存 した状態が続き,一 方で計画内の商品価

格は政府によって低 く抑えられ,計 画内外の価格格差が形成された。加えて,

経済の過熱による自動車に対する需要は供給を大きく上回り,自 動車の取引か

ら多大な利益が得 られたため,多 くの企業が自動車販売に参入 した。これらの

企業の多 くは,自 動車産業や流通とは無関係の中央各部や地方政府,各 種団体

などが金 もうけのために設立 したもので,中 には計画配分の権利書や販売契約

書,受 取 り表等を売買する会社 もあった9}。ではなぜ,.自 動車のような販売,

.修理に.一定の技術力を要する商品の流通販売に多 くの会社が容昂に参入できた

のか。まず考えられるのは,経 済過熱期に需要が供給を大 きく上回り..販売 ノ

ウハウの蓄積が皆無であっても,売 れないという心配は全 くなかったゐで,自

動車を手に入れられる会社は自動車販売に参入したのである。また,中 国では

無い問,.自動車の修理などのサービスは販売企業に求めずに.独 立の修理工場

あるいは会社内部の修理工場に頼 っていたため,修 理面およびメンテナンスで

の不安は市場参入の障壁にはならなかったのである。

8}中 国汽車貿易指南編委 会編,前 掲書,17ペ ージ。

9〕 この ような会社 は 「皮 包公.司」 と呼ばれ,品 物 を持 たず に鞄一つで書類の売買 をした。1980年

代 後半に商品が 品薄の ため,香 類.ヒの転売が盛 んになった、
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これに対 して,政 府は1985年9月 に汽車交易市場管理的暫行規定を公表しLω,

物資.系統と中国汽車工業錆傳服務公司系統の企業のみが自動車の流通販売に従

事できると規定 した。これは後の政府大手流通企業3社 の形成の基礎を築いた。

これに続いて,1988年 に再発 した経済過熱の調整策として1989年 に自動車の流

通販売を整備する目的で1中 国機電設備総公司の自動軍部,対 外経済貿易部傘

下の中国機械進出口絵公司の車両公司,中 国汽車工業錆讐服務公司の3社 を合

体させ,上 記の6つ の自動車交易市場を.含め,さ らに天津 ・広州で新設された

二つの子会社も含めた中国最大の自動車専門の流通企業である中国汽車貿易総

公司が設立された。中国汽車貿易総公司は残存する自動車にかかわる指令性計

画にもとつ く配分を引き継げ,設 立 レた年の販売台数は中国全体の8.2%を 占

め,次 の年に11.9%に.あ が り,そ の後減少 し,今 現在は存続の危機に直面して

いる1%

可能ならば,本 来この時点で政府が 自動車販売を完全に自由化し,多 数の企

業に販売権を与え,そ うした市場 メカニズムを利用 して自動車流通の調整を進

め.るべきであ?た とも言えよう。 しか し,中 国政府は物資部門が市場を調節す

る役割を果た し,ダ ムとしての働 きを発揮すべきだという指導方針の下で,30

年間以上にわたって慣れ親 しんできた行政的な方法で自動車流通経路の拡張を

行うこととなった。

その後,中 国政府各部門間の対立によって,中 国汽車錆岱服務公司は1992年

に再び中国汽車工業総公司の傘下に戻 り,中 国汽車:L業 錆魯総公司と改称さ.れ

た。 こうして,中 国汽車貿易総公司,中 国汽車工業錆魯総公司,中 国機電設備

総公司を代表 とした政府系大手流通企業はそれぞれ自社め流通経路を持つ こと

になり,.この時期の自動車流通販売のメインルー トとなった。

この時期にもう一つ注目しなければならないことは1大 規模化 しつつあった

自動車メーカーは積極的に自社製品の販売に乗出し,全 国各地にある従来の流.

10)中 国汽車工業 史編輯部,前 掲書,498ペ ージ。.

11).中 国汽車貿 易総公司 に関す る詳細の分析 ば別稿 に譲る.
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通企業と手を組んで聯営 ・聯合公司,あ るいは自己資本で自社系統の販売会社

を設立 し始めたことである。第一汽車製造廠は1986年 に中国解放汽車貿易公司

を設立し,車 両販売,部 品供給とアフターサービスを担当している。この時期

から同社は各地に販売拠点を作 り始め,1989年 まで20の 省に錆告服務部を設立

した。すなわち,こ の段階において,一 方で政府系大手流通企業3社 が自動車

流通のメインルー トとなったが,他 方ではメーカー系流通経路も端緒的に形成

され,流 通経路の多様化時代を迎えていた。

しか し,多 様化 した流通経路は,そ れぞれの流通段階が依然として多段階を

形成 している。なぜかというと,中 国機電設備総公司はもちろんのこと,再 建

された中国汽車...1二業錆筈総公司と新設 した中国汽車貿易総公司はいずれも行政

機関に付属 し,旧 来の下級機関を利用 して自動車を販売するという計画経済時

のや り方は自然に継承された。他方,こ の時期にメーカーは流通 ・販売に資金,

設備,人 員を投入し,独 自で.市場を開拓 しようと努めていたが,.資金 も設備 も

経験 も欠如 していた.メーカーは既存大手流通企業と提携 し,合 弁企業を設立す

ることによって流通経路の拡大を図るしがなかった。とはいえ,こ の時期には

合弁企業 といっても,そ のコントロール権はほとんど既存流通企業側が握 り,

.メーカー側は企業の経営にあまり関与していなかった。その結果,合 弁企業 も

旧来の自動車配分ルー トを使うようになった。すなわち,流 通経路の多段階は

.流通経路が多様化されたことによっても改変されておらず,多 段階の流通経路

は経路と経路がくんでおり,流 通経路はより一層複雑になったのであるD

2メ ーカー系流通 経路の 形成

1985年 と88年 の経 済 過 熱 期 に よ る 自動 車 需 要拡 大 期 と,そ の 後 の 引締 政 策 に

よる 縮小 期 の両 方 を経 験 した メー カー は.,自 社 販 売 網 を構 築 す る こ と こそが 成

功 す る た め の よ り重 要 な要 因 で あ る こ と を認 識 し,1980年 代 後 半 か.ら,メ ー

カ 「 は 自社 販 売 網 の構 築 に乗 出 した 。.しか し,当 時 自動 車 は物資 と して の性 格

が 強 く残 っ て いた ので,.メ ー カー は全 面 的 に 自社 系 列 の 流通 販 売 ル ー ト.の構 築

し
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に移 行 す る こ.とが で きず,販 売 台 数 の 大 半 は や は り従 来 の 自動 車 流 通 企 業 に

頼 って販 売 して い.た。

と ころが,ユ993年 に経 済過 熱 が 再 び発 生 し,翌94年 後 半 に 引締 政 策 を実 施 さ

れ た時,.計 画 配 分 が機 能 しな くな った た め,従 来 の 自動 車流 通企 業 は車 両 を積

極 的 に買 い 取 って くれ なか った。 メー カー は 従 来 の 流通 企 業 に頼 れ な くな り,

自力 で 流 通 体 系 を築 か ざ る を得 な か っ た.し た が って,95年 に な っ て 各 メー

カー は 自 ら コ ン トロー ル ので き る流 通 経 路 の構 築 が盛 ん に.なった 。 しか し,資

金 も販 売 人材 も ノ ウハ ウ も十 分 で は な か った メー カ ーが,短 時 間 の う ち に独 自

の 力 で 全 国 を カ バ ー で き る販 売 網 を構 築 す る こ とは 不 可 能 で あ った 。 そ こで

メー カー は100%出 資 の 自 社販 売 子 会 社 の 設 立 に加 え て,実 力 の あ る既 存 の流

通 企 業 と組 んで,合 弁企 業 を作 る 方法 を選 択 した。 こ こで 言 う合 弁企 業 に は聯

営,聯 合 公 司13}の2種 類 が あ り,い ず れ も 自動 車 メー カー の選 択 に よ って作 ら

れ,自 社 製 品 だ け を専 売 す る販 売 会 社 で あ り,基 本 的 に は他 の メー カ ーの 製 品

は販 売 しな い 。他 方,経 営 不 振 に陥 った 流 通企 業 は,メ ー カ ー の系 列 に参 加 す

る こ とに よ り大 きな メ リ ッ トを見 出 す よ うに な った ので,メ ー カ ーの 要 請 に積

極 的 に応 じた 。 ここで 一 つ の 大 き な変 化 に注 意 して欲 しい。 す なわ ち,1980年

代 後 半 か ら90年 代 始 め頃 にか けて 設立 した聯 営 公 司 の出 資 比 率 は,メ ー カー と

従 来 の流 通 企 業 が そ れ ぞ れ5⑪%ず つ で あ ったが,そ の後,メ ー カー側 が55%,

流通 企 業 側 が45財 を出 資 す る よ うに改 め られ た 。 この こ とは,メ ー カ ー剣 は合

弁 企 業 の持 ち株 比 率 を高 くす る こ とに よ っ て,.合 弁企 業 へ の支 配 力 を強 め る こ

と を意 味 して い る。 さ らに合 弁 企 業 に対 して,役 員派 遣,販 売 ・財 務 情 況 審 査

な どを 通 じて,合 弁 企 業 を 自社 の支 配 一ドに置 こ う と した。 これ.ら.に加 え て,

1999年5月 に大 手 乗 用・車 メー カ ー 上 海 大 衆 汽 車 有 限公 司 の 国 内 総 デ ィス トリ

ビ ュー ター で あ る上 海 汽 車 工 業 鏡 筥総 公 司 は新 た に特 許 経 錯 簡 認 定 制 度1帥を採

.

12)聯 営,聯 合公 司については,劉 芳 「転換 期にお ける中国の 自動車流 通システム」r9済 論叢』

第164巻 第3号,1999年9月 を参照。

13)特 許経錆商制度 については.劉 芳 「ヒ海汽 車による流通経 路改革の模索 」『経済論叢』 第165巻

第5・6号,2000年5・6月 を参 照。
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用 し,.フ ラ.ンチ ャイズ ・シス テ ム を 自社 の流 通 経 路 に 導 入 した 。

この よ うに,1990年 代 後 半 か ら有 力 メ ー カ ーに よ る 自社 流 通経 路 の構 築 お よ

び コ ン トロ ー ルが,多 様 化 され た 自動 車 流 通 経 路 の な か で 主 流 とな り,従 来 の

流 通 企 業 に よ る 自動 車 の 流 通 販 売 は 衰 退 し,物 資 配 分 経 路 を 継 承 し多 段 階 に

な って い た流 通 経 路 は崩壊 し始 め た。 政 府 大 手 流 通 企 業3社 は い ず れ も経 営 苦

境 に陥 り,新 た な事 業戦 略 を 試行 して い る14)。しか し,抜 本 的 な シ ス テ ム全 体

の 改革 と転 換 を行 うこ と は短 時 間で は 困難 で あ る。 した が って,多 段 階 の流 通

経 路 は 崩壊 し始 め て い るが,暫 くの 間 まだ 存 続 す るで あ ろ うL5)。す な わ ち,現

在 の 中 国 自動 車 流 通 販 売 シ ス テ ムは,一 方で 流 通 経 路 の 多 段 階 を克 服 し,メ ー

カー → デ ィー ラー → ユ ーザ ー の よ うな シ ンプ ル な流 通 経 路 が 出 現 して い る

が,他 方,依 然 と して 多 段 階 を と って い る流 通 経 路 もあ る。 しか し,各 大 手

メ ー カ ーは 自社 流 通 経 路 の整 理 を積 極 的 に行 って お り,多 段 階 の 流 通 経 路 は 単

純 化 へ と進 む傾 向 は 明 白で あ る。

む す び

本稿では20世紀初期か ら現在に至る中国自動車流通システムの変運過程を明

らかにした。それを総括すると,以 下のようにまとめることがで きる。

第一に,現 在の中国自動車流通販売システムにおける流通経路の多段階は,

大躍進運動後の調整期に出来上がった物資分配体制にその源流を遡ることがで

きる。文化人革命期の地方分権によって自動車を含めた物資に対する管理権の

地方移管が行われたので,中 央管理 と地方管理の2本 立て体制が確立 したにも

かかわ らず,自 動車流通経路の多段階が維持 され,さ.ら に延長された6改 革開

放の初期段階において,従 来の自動車流通企業が依然 として自動車流通の主な

担い手であったので,流 通経路の多段階は崩壊するどころか,多 く.の流通企業

14)政 府大手流通企業についての検討 は別稿 に譲 る。

15)多 段階 の流通経路が存続す る理由につい て劉芳 「転換期 における中国の自動車流通 システム」

「経済論叢」第164巻 第3号,1999年9」]を 参照。

自
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の 自動車 流 通 へ の参 入 に よ って 層 複雑 に な った 。 こ の よ うに形 成 され た 多段

階 の 流通 経 路 は メー カ ー主 導 の 流 通 経 路 の形 成 に よ っ て,崩 壊 し始 め て い る け

れ ど も,今 な お残 存 してい る。

第 二,物 資 配分 体 制 を継 承 した 自動 車 の流 通経 路 は,計 画 配 分 の比 率 が 少 な

くな った後 に も計 画 経 済 時 の 配 分 経 路 を使 い,卸 売 と小 売 の未 分 離 を もた ら し

た 。 す なわ ち,上 級 楼 閣 か ら下 級 機 関 へ の 配 分 は卸 売,上 級 機 関 は一 級 店,ド

級機 関 は 二級 店,三 級 店,四 級 店 へ と変 わ った 。

第 三,計 画 経 済 時,.自 動 車 の 配 分 を 担 当 した物 資 部 門 は ど の.メー カー の 車 両

も配 分 した の で,併 売 制 の 源 流 もや は り物 資 配 分体 制 に あ っ た。.メー カ ー との

合 弁 会社 は ほ とん ど合 弁 先 メー カー の 製 品 を専 売 す る けれ ど も,流 通 段 階 が 多

段 階 で あ る た め,下 の段 階 へ 行 けば 行 くほ ど,専 売制 が 崩 れ て行 き,末 端 の 販

売 店 は基 本 的 に どの メ ー カ ーの 車 両 も販 売 す る こ とが 可 能 で あ る。

第 四,今 日の 中 国.自動 車 流 通 シス テ ムに 見 られ る 多段 階,卸 売 と小 売 の 未 分

離,併 売 制 とい う基 本 的 特 徴 は,計 画経 済 か.ら市 場 輝 済へ の転 換 期 にお い て 避

け られ な い事 態 で あ り,こ の よ うな 段 階 を経 て お か な い と,先 進 国 の よ うな 流

通経 路 に辿 らな いで あ ろ う。


